
通報者

　・申立書提出

　・匿名通知

　・外部機関指摘

　・ネット掲載

　・相談（通報意思なし）

通報窓口 理事長

　＜受付条件＞

　・顕名の申立書であること

　・申立書に不備が無いこと

　（具体的内容，根拠等が明示）

最高管理責任者

不正行為調査会

　・予備調査の資料を保存

　・本調査を要しないと判断した場合は，

　　理由を付して通報者へ通知

本調査実施決定

　・本調査実施について通報者，被通報者に

　　通知及び資金配分機関等に報告

不正行為調査会

　・調査委員会設置について通報者及び被通

　　者に通知

　・通報者又は被通報者から委員構成の異議

　　申立て可能

調査委員会

本調査開始

認定

　・不正行為の認定

　・不正行為不存在の認定

　・悪意に基づく通報の認定

不正行為調査会

最高管理責任者

　・悪意に基づく通報と認定の場合は，

　　通報者の所属長に通知

通報者 被通報者の所属長 理事長 資金配分機関等

被通報者

不服申立て

再調査

最高管理責任者

不服申立者等

最高管理責任者

調査結果の公表

不正行為と認定 不正行為不存在と認定 悪意に基づく通報と認定

　・不正行為不存在の場合においても公表

　　する場合がある

公表する 公表しない 公表する

研究活動上の不正行為に対する通報の流れ

※別表「不服申立てと再調査の流れ」参照

※本学職員の不正行為が認定された場合は，就業規則等に基づき処置する。

通報 受付通知 

報告 
調査命令 

予備調査指示 

（中間報告） 

結果報告 

結果報告 

（不服申立て） 

（結果報告） 

通報受付けから本調査の

要否判断まで 

30日以内 

本調査決定から本調査 

開始まで 

30日以内 

本調査開始から結果 

報告まで 

150日以内 

通報受付けから 

最終報告書の 

提出まで 

210日以内 

調査委員会設置 

（結果通知及び報告） 

結果通知 結果報告 結果報告 

（最終報告書） 

本調査の要否判断 



（別表）

最高管理責任者

被通報者 通報者

　・被通報者からの申立ては通報者に通知

　・通報者からの申立ては被通報者に通知

　・悪意の場合は，通報者の所属長及び被

　　通報者に通知

　・不服申立てがあったことを資金配分機

　　関等に報告

最高管理責任者 最高管理責任者

不正行為調査会

調査委員会

　・内容により委員の追加又は交代が可能

不正行為調査会

　・再調査実施の要否について，通報者及

　　び被通報者に通知し，資金配分機関等

　　に報告

再調査実施決定

不正行為調査会 不正行為調査会

調査委員会 調査委員会

　・通報者又は被通報者に再調査への協力

　　を要請

再調査開始 再調査開始

不正行為調査会

最高管理責任者

通報者 被通報者の所属長 理事長 資金配分機関等

被通報者 通報者の所属長

調査結果の公表

不服申立てと再調査の流れ

不正行為の認定に対
する不服申立て

不正行為不存在の認
定に対する不服申立
て

悪意に基づく通報と
の認定に対する不服
申立て

本調査結果通知 

本調査結果通知から 

不服申立てまで 

14日以内 

審査の結果報告 

結果報告 

結果通知 

再調査開始から結果 

報告まで50日以内 

結果報告 

結果報告 結果報告 

申立て内容の審査指示 

再調査の要否判断 

結果報告 

再調査の指示 再調査の指示 

再調査開始から結果 

報告まで30日以内 


